
議案第  号 

   宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和６年（２０２４年）９月２日提出 

                        宝塚市長 山 﨑 晴 恵   

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 宝塚市国民健康保険条例（昭和３４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条から第１１条を１条ずつ繰り上げる。 

第１２条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽」を「又は虚偽」に改め、「又

は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない

場合」を削り、同条を第１１条とし、第１３条から第１５条までを１条ずつ繰り上げる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整

備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお

従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 



議案第  号 

   宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)新旧対照表 

現行 改正案 

(被保険者証の交付) 

第4条 市長は、被保険者の属する世帯主(以下

「世帯主」という。)に対し、その世帯に属

する被保険者に係る被保険者証を交付しな

ければならない。 

2 被保険者証は、毎年1回検認又は更新を行

う。 

 

(一部負担金) (一部負担金) 

第5条 （略） 第4条 （略） 

(出産育児一時金) (出産育児一時金) 

第6条 （略） 第5条 （略） 

(葬祭費) (葬祭費) 

第7条 （略） 第6条 （略） 

(保健事業) (保健事業) 

第8条 （略） 第7条 （略） 

第9条 （略） 第8条 （略） 

(国民健康保険税) (国民健康保険税) 

第10条 （略） 第9条 （略） 

(財産管理の方法) (財産管理の方法) 

第11条 （略） 第10条 （略） 

(罰則) (罰則) 

第12条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項

の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届

出をした場合又は同条第3項若しくは第4項

の規定により被保険者証の返還を求められ

てこれに応じない場合においては、その者に

対し、100,000円以下の過料を科する。 

第11条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項

の規定による届出をせず、又は虚偽    の届

出をした場合                           

                                       

                   においては、その者に

対し、100,000円以下の過料を科する。 

第13条 （略） 第12条 （略） 

第14条 （略） 第13条 （略） 

第15条 （略） 第14条 （略） 

 



改正の概要 

 

１ 改正の趣旨 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律により、健康保険証が廃止されることとなったため、宝塚市国民健康保険条例に規定し

ている健康保険証に関する箇所を削除するよう改正するもの。 

 

２ 健康保険証の廃止時期 

  令和６年１２月２日 

  ※令和６年１２月２日よりも前に発行した健康保険証については、有効期限までは使用可能。 

 

３ 健康保険証の廃止後について 

マイナンバーカードと健康保険証を紐付（以下、「マイナ保険証登録」という。）されていない方に

ついては、健康保険証に代わり資格確認書を発行する。 

 

４ マイナ保険証登録されている方の人数 

  紐付け人数   ２２，５６０人(令和６年７月１7 日時点) 

  国保加入者数 ３７，６４８人（令和６年６月末時点） 

  マイナ保険証登録率 59.9％ 

 

５ 施行日 

  令和６年 12 月 2 日 

※ただし、施行日前にした行為及び令和 6 年政令第 260 号第 9 条の規定により、なお従前の

例によるとされた場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 



政
令
第
二
百
六
十
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
五
十
四

条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
八
条
並
び

に
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十
八
条
及
び
第
四
十
一

条
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
等
（
第
一
条
―
第
七
条
）



第
二
章

経
過
措
置
（
第
八
条
―
第
十
一
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備
等

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
八
」
を
「
第
十
七
条
の
八
の
四
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
八
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
衛
官
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
）

第
十
七
条
の
八
の
四

法
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
、
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る

電
磁
的
方
法
に
よ
り
同
項
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
事
項
の
提
供
を
受
け
た
自
衛
官
等
は
、
当
該
書
面
又
は
当
該
事
項
を
防

衛
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
並
び
に
前
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
四
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
四
の



四
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
四
の
五
第
一
項
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
か
ら
第
一
条
の
三
ま
で
を
削
る
。

第
二
条
中
「
法
」
を
「
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
と
す
る
。

第
三
条
第
五
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
を
第
三
条
と

し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
会
長
）

第
四
条

協
議
会
に
、
会
長
一
人
を
置
き
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
、
全
委
員
が
こ
れ
を
選
挙
す
る
。

２

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
選
挙
さ
れ
た
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
五
条
及
び
第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
及
び
第
六
条

削
除

第
二
十
五
条
の
二
を
削
る
。



第
二
十
六
条
中
「
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
（
地
方
税
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
六
中
「
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
の

八
と
し
、
第
二
十
八
条
の
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
二
十
八
条
の
六

法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

保
険
料
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
す
る
。

一

世
帯
主
又
は
組
合
員
が
そ
の
財
産
に
つ
き
災
害
を
受
け
、
又
は
盗
難
に
か
か
つ
た
こ
と
。

二

世
帯
主
若
し
く
は
組
合
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が
病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
こ
と
。

三

世
帯
主
又
は
組
合
員
が
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
こ
と
。

四

世
帯
主
又
は
組
合
員
が
そ
の
事
業
に
つ
き
著
し
い
損
失
を
受
け
た
こ
と
。

五

前
各
号
に
類
す
る
事
由
が
あ
つ
た
こ
と
。



（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
二
十
八
条
の
七

法
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
世
帯
主
又
は
組
合
員
が
滞

納
し
て
い
る
保
険
料
に
つ
き
そ
の
額
が
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
又
は
前
条
に
定
め
る
事
情
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
五
中
「
第
一
条
の
」
を
「
第
二
十
八
条
の
六
の
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
る
。

第
三
十
条
中
「
被
保
険
者
証
の
交
付
の
請
求
又
は
返
還
」
を
「
法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
」
に

改
め
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
第
五
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
「
被
保
険
者
証
の
交
付
の
申
請
」
を

「
求
め
」
に
、
「
及
び
当
該
被
保
険
者
証
」
を
「
並
び
に
当
該
求
め
に
係
る
書
面
」
に
、
「
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
交

付
さ
れ
る
被
保
険
者
証
の
引
渡
し
」
を
「
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
」
に
改
め
、
同



条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

第
五
条
を
削
り
、
第
五
条
の
二
を
第
五
条
と
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
十
二
条
の
二

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
す
る
。

一

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
被
保
険
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
滞
納
被
保
険
者

等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
財
産
に
つ
き
災
害
を
受
け
、
又
は
盗
難
に
か
か
っ
た
こ
と
。

二

滞
納
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が
病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
こ
と
。

三

滞
納
被
保
険
者
等
が
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
こ
と
。



四

滞
納
被
保
険
者
等
が
そ
の
事
業
に
つ
き
著
し
い
損
失
を
受
け
た
こ
と
。

五

前
各
号
に
類
す
る
事
由
が
あ
っ
た
こ
と
。

（
法
第
八
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
十
二
条
の
三

法
第
八
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
被
保
険
者
が
滞
納
し
て
い
る
保
険

料
に
つ
き
そ
の
額
が
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
又
は
前
条
に
定
め
る
事
情
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
八
十
二
条

第
二
項
」
を
「
法
第
八
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
六
十
五
条
の
項
中
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な

ら
ば
療
養
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料

滞
納
者
（
以
下
こ
の
条
、
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
保
険
料
滞
納
者
」
と
い

う
。
）
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
と
す
れ
ば
療
養
」
に
、
「
、
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
」
を
「
、
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
保
険
料
滞
納
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
い
な
い
と
す
れ
ば
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
条
第
二
項
の
項
及
び
第
七
十
二
条
第
二
項
の
項
中
「
第
八
十
二
条

第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
項
及
び
第
七
十
九
条
第
二
項
の
項
中



「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る

保
険
料
滞
納
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
と
す
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
リ
及
び
ヌ
中
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
表
第
三
十
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
条

保
険
給
付
に

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
給

付
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
」
と
い
う
。
）
に

法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
九
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

そ
の
者
が
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
世
帯
に
既
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
が
あ
る



場
合
に
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
に
係
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
（
国
民
健
康
保

険
法
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
二
十
七
条
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

ハ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二

項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
二
十
七
条
第
二
号
中
「
そ
の
者
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
又
は
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
資
格
証
明
書
の
い
ず
れ
か
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
係
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
、
そ
の
世
帯
主

に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
及
び
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
い
ず
れ
も
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
た
被
保
険
者
記
号
・
番
号
」
を
「
次
に
掲
げ

る
事
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

そ
の
者
に
係
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号

ロ

そ
の
者
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨



第
二
十
七
条
第
三
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

そ
の
者
が
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
世
帯
に
既
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
に
係
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号

第
二
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二

項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
二
十
七
条
第
四
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

そ
の
者
に
係
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号

第
二
十
七
条
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

そ
の
者
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
三
十
条
第
一
項
中
「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
若
し
く
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
証
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
を
い
う
。
）
若
し
く
は
被
保
険
者
資
格



証
明
書
（
同
法
第
五
十
四
条
第
七
項
の
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
い
う
。
）
」
を
「
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
二
項
に
規

定
す
る
書
面
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
記

号
・
番
号
等

第
一
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す



る
被
保
険
者
番
号
等

第
一
条
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
に
そ
の
発
行
を
受
け
る
者
ご
と

に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符

号
九

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
」
を
削
る
。

（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
」
を
削
る
。

第
二
章

経
過
措
置



（
職
権
に
よ
る
交
付
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法

第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
全
国
健
康
保
険
協
会
（
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関

す
る
給
付
を
行
う
全
国
健
康
保
険
協
会
を
い
う
。
）
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第

一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

２

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い

う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の



は
「
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六
項
前
段
」
と
、
「
被
保

険
者
」
と
あ
る
の
は
「
本
人
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四

条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
三
条
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
「
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
前
段
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
」
と
、
「
厚
生

労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
二

項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四

条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
又
は
国
民
健
康
保
険
法
第
十
三
条
第



一
項
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
九
条
第
二
項
前
段
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
又
は
組
合
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法

第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
三
条
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、

「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
前
段
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
」

と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
主
務
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い



う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」

と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
又
は
国
民
健
康
保
険

組
合
か
ら
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
世
帯
主
又
は
組
合
員
が
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
二
号

施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
被
保
険
者
証
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条

に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
第
二
号
施
行
日
以
後
に
保

険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
被
保
険
者
証
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
十
一
条

第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
第
二
号
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
第
二
号
施
行
日
（
令
和
六
年
十
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


